
申請者
（代理者）

野々市市建築・開発指導要綱
第３条

事前協議～確認申請の流れ

野々市市

事前協議書の提出

指定確認
検査機関

・土地開発事前協議書
又は

・道路の状況及び関係法令に関する調査票

回答書の交付

・土地開発事前協議書の回答書（窓口交付）
※処理期間：２週間程度

又は
・道路の状況及び関係法令に関する調査票の写し（FAX）
※処理期間：１週間程度

確認申請書の提出

・土地開発事前協議書の回答書の写し
・道路の状況及び関係法令に関する調査票の写し

次のいずれかを添付（正・副とも）

事前協議

確認申請

申請者
（代理者）

野々市市

建築住宅課
開発住宅係

TEL:076-227-6087

建築住宅課
建築指導係

TEL:076-227-6136

又は

野々市市建築基準手続要綱
第２条第２項又は第４項


